
有田市奨学金返還支援助成事業 確認シート 
 

 
◎要件チェック 
 

チェック欄 対象者について 
□ 令和３年４月１日以降に奨学金の返還を開始する 
□ 交付申請を行う日の属する年度の末日時点で満 30 歳未満である 
□ 有田市に定住している 
□ 就業または起業している 

※就業とは、1 週間の所定労働時間が 30 時間以上で継続して雇用されていることをいう。 
※かつて就業等していた方で、結婚、妊娠、出産又は育児により離職している方も対象 

□ 奨学金の返還に関し、他制度による助成等を受けていない 
□ 市税等を滞納していない 
□ 暴力団や暴力団員等と密接な関係を有していない 

 

◎認定申請必要書類チェック（１月 10 日まで）※初年度のみ 

チェック欄 書類名等 
□ 認定申請書（様式第１号） 
□ 大学等が発行する在学又は、卒業を証明する書類（コピー可） 
□ 奨学金の支援機関が発行する借入額及び返還予定額が確認できる書類

（コピー可） 
□ 住所地を確認できる本人確認書類 

 
 
◎交付申請必要書類のチェック（３月 31 日まで） 
 
チェック欄 書類名等 

□ 交付申請書（様式第７号） 
□ 交付申請時のアンケート 
□ 該当年（1 月 1 日～12 月 31 日）の奨学金の返還額を証する書類の写し 
□ 有田市の市税を滞納していないことを証明する書類 
□ 住民票の写し（コピー不可） 
□ 勤務先、就労状況等を証する書類（在職証明書） 

 


